
青森県糖尿病対策協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１ 本県における、糖尿病の医療連携体制の構築等について検討するため、「青森県糖尿

病対策協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２ 協議会は、前項の目的を達成するため、次について所掌する。 

 

（１）糖尿病医療に関する医療資源の調査・分析に関すること。 

（２）糖尿病医療に関する医療機関の連携方法等に関すること。 

（３）糖尿病医療に関する施策や数値目標の設定と評価手法の検討に関すること。 

（４）その他糖尿病の医療連携体制の構築等に関し必要なこと。 

 

（構成） 

第３ 協議会は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱又は任命する委員をもって構成する。 

 

（１）学識経験者 

（２）県医師会に属する者 

（３）糖尿病の専門的な医療を行う医療機関に属する者 

（４）青森県保健所長会に属する者 

（５）青森糖尿病療養指導士の資格を有する者 

（６）その他糖尿病に対応した医療連携体制の構築のために必要と認める機関・団体に属

する者 

 

（任期） 

第４ 協議会の委員の任期は委嘱の日から２年以内とする。また、再任は妨げないものと

する。 

２ 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の任期の

残任期間とする。 

 

（会長等） 

第５ 協議会に会長を置き、会長は協議会の事務を総理する。 

２ 会長は、委員の互選により定めるものとする。 

３ 会長に事故があるとき又は不在のときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務

を代理する。 

 

（会議） 

第６ 協議会は、必要の都度、会長が招集するものとする。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会への出席を依頼す

ることができるものとする。 

 



（部会の設置） 

第７ 協議会の協議検討を効果的に推進するため、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会は、第３第１項の委員から内容に応じて関係委員で構成し、会長が指名する。 

３ 会長は、必要と認めたときは、その他の関係者を構成員に指名することができる。 

 

（部会の所掌事項） 

第８ 部会は、本県における、糖尿病の医療連携体制の構築等について第２（所掌事務）

に掲げる事項について検討整理する。 

 

（部会長） 

第９ 部会に部会長を置く。 

２ 部会長は、それぞれの部会構成員の互選により定める。 

３ 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指定する委

員がその職務を代理する。 

 

（部会の会議等） 

第１０ 部会の会議は、部会長が招集する。 

２ 部会の会議は、必要と認めたときは、紙上会議として開催する。 

３ 部会長は、会議の議長となる。 

４ 部会長は、部会において検討した結果を「協議会」に報告しなければならない。 

 

（庶務） 

第１１ 協議会の庶務は青森県健康医療福祉部 がん・生活習慣病対策課 において行う。 

 

（その他） 

第１２ この要綱の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

附則 

この要綱は平成１９年７月４日から施行する。 

この要綱は平成２３年６月１日から施行する。 

この要綱は平成２５年１０月２９日から施行する。 

この要綱は平成２８年１月２２日から施行する。 

この要綱は平成２８年９月２３日から施行する。 

この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

 



糖尿病調査検討部会設置要領 

 

（目的） 

第１ 平成２８年度糖尿病調査について、調査内容及び結果の分析等を検討するために、

青森県糖尿病対策協議会に「糖尿病調査検討部会」（以下、「部会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２ 部会が所管する事項は、次のとおりとする。 

（１）糖尿病患者調査に係る項目の検討に関すること。 

（２）糖尿病患者調査結果の分析に関すること。 

（３）糖尿病予防対策の推進に必要なこと。 

 

（庶務） 

第３ 部会の庶務はがん・生活習慣病対策課において処理する。 

 

（その他） 

第４ この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定め

る。 

 

附則 

   この要領は平成２８年９月２３日から施行する。 

 


